
 

 

                                        2017 年 2 月 8 日    
                         

新千⾥東町地域⾃治協議会  
会⻑ 伏原基博 

2017 年度新千⾥東町地域⾃治協議会第 10 回理事会議案書 
 

日時：2 月 18 日(日)10：00〜   場所：東町会館 2 階大集会室 
 

議案 

1．2017 年度第 9 回理事会議事録の確認 
2．委員会報告 
① 防災委員会（前回委員会の議事録提示） 
② 環境委員会（2 月 17 日開催につき口頭説明のみ） 
③ 近隣センター移転計画対策委員会（2 月 22 日開催） 
④ 広報委員会 
⑤ キャンドルロード実⾏委員会 
⑥ 夏祭り実⾏委員会（2 月 25 日開催） 
⑦ 東町会館運営委員会（2 月 27 日開催） 
3．その他 

（１）もちつき実⾏委員会 
（２）街頭防犯カメラ、暮らし安⼼・安全⾒守りカメラについて 
（３）交歓会準備の件 
（３）団体よりの報告 
（４）その他（防犯イルミネーションの件など） 

 

第 11 回理事会⽇程  3 月 18 ⽇（⽇）10：00〜12：00 東町会館２階集会室 

 

                                   

 

理事会出席者へのお願い 

１．理事自身がご出席頂けない場合は、必ず代理者の出席をお願い致します。 

２．この理事会での議論の内容を貴団体内関係者に周知頂くとともに、次回理事会議案の内、関わりのあ

る案件については、貴団体内で話し合いの上ご出席ください。 

３．理事会等の会議は情報公開を基本としております。東町に関係のある人であれば、理事以外のどなた

でも理事会等にオブザーバーとして出席頂くことができます。貴団体内で協議会活動に関心のある方

に出席をお勧めください。 

４．理事会等で議論した内容は、奇数月発行の広報紙「ひがしおか」、協議会専用ホームページ

（http://www.e-kyogikai.com/）に掲載しますので、ご利用をお奨めください。 
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第 9 回新千⾥東町地域⾃治協議会理事会議事録 
日時 ： 2017 年 1 月 21 日（日）10 時〜10 時 40 分 
場所 ： 東町会館 2 階集会室 
出席者 

*役  員：伏原会⻑・花城副会⻑ 
勝久・中須・前園・（以上会計）橋本（書記） 

*理  事：総数 20 名中、出席者 17 名（上記役員 6 名を含む） 
柳野・濱中・小川・尾上・園田・塩津・村尾(以上⾃治会） 
寺村・原・福岡・清水博(以上諸団体)    

欠 席：⻄村・田村・吉経 
*監  事：（欠席：植田、藤谷） 
*相談役：室井 
*事務局：玉富 
*オブザーバー：若松（豊中市） 
*傍聴：⾼雄（シティハウス千⾥中央管理組合） 

 
議事 

１．前回理事会議事録の確認 
  第 8 回理事会議事録について報告、確認を⾏いました。 
 
2. 各委員会報告 

① 防災委員会 

  防災委員会は、11 月に実施した防災訓練の総括を⾏い、良かった点や反省点などについて話し合
いました。 

今後、次年度に向けて、訓練内容や実施時期、⼋中フェスタとの合同開催などについて検討してい
きます。 

② キャンドルロード実⾏委員会 

今年度の東町キャンドルロードの会計は、収⼊ 30,000 円（協賛⾦）、⽀出 350,116 円（紙コッ
プやティーライト、チラシ印刷など）で、協議会の予算 270,000 円をやや上回る決算（⾒込み）
となりました。 

1 月 27 日（土）19 時から新千⾥東町会館でキャンドルロード実⾏委員会を開催します。 

 
3．その他 

① 暮らし安⼼・安全⾒守りカメラ（豊中市）/街頭防犯カメラ（大阪府）について 

市が小学校区ごとに設置を進めている「暮らし安⼼・安全⾒守りカメラ」について、市から、東町
が要望した設置場所の⼀部を変更した上で、2 月末までに設置すると通知がありました。 

（防犯カメラ設置済、設置予定箇所の図面配布） 
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また、大阪府警により、スーパー防犯灯の撤去及び街頭防犯カメラの設置工事が予定通り進められ
ています。 

この件につき理事より、「スーパー防犯灯の⽀柱を残し、照明（街灯）として活用する選択肢は無
かったのか？」との意⾒があり、大阪府警察本部に確認する事としました。 

 

② 団体からの連絡 

・公⺠分館より、1 月 28 日（日）東丘小学校多目的教室で「新春かるた大会」、2 月 3 日（土）
に東町会館にて「人権講座」が開催との案内がありました。 

・校区福祉委員会より、賛助会費募集の協⼒依頼が再度ありました。 

・防犯東丘⽀部より、歳末夜警に 170 名の参加があったとの報告がありました。 

 

 

以上 

 
 
 

2017 年度第 10 回理事会⽇程 2 月 18 ⽇（⽇）10：00〜 東町会館２階集会室 
 

 

 

 
理事会出席者へのお願い 
１．理事⾃⾝がご出席頂けない場合は、必ず代理者の出席をお願い致します。 
２．この理事会での議論の内容を貴団体内関係者に周知頂くとともに、次回理事会議案の内、関わりのあ

る案件については、貴団体内で話し合いの上ご出席ください。 
３．理事会等の会議は情報公開を基本としております。東町に関係のある人であれば、理事以外のどなた

でも理事会等にオブザーバーとして出席頂くことができます。貴団体内で協議会活動に関⼼のある⽅
に出席をお勧めください。 

４．理事会等で議論した内容は、奇数月発⾏の広報紙「ひがしおか」、協議会専用ホームページ
（http://www.e-kyogikai.com/）に掲載しますので、ご利用をお奨めください。 
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2017 年度 第 4 回防災委員会議事録 
 

１．日時 ： 2018 年 1 月 14 日（日）11：00〜12：10 
２．場所 ： 東町会館 2 階大集会室 
３．出席者：小川委員⻑（OPH）、清水副委員⻑（防犯） 

勝久・中須（以上、協議会会計）尾上（⼥性防⽕クラブ）須藤（福祉）、
廣田（シティハウス自治会）、恩庄（ジオメゾン管理組合）、村尾（森田
代理：ローレルコート）、橋本（グランドメゾン自治会）、内山（グラン
ドメゾン管理組合）、高瀬（3－3）、角（UR） 

 以上、12 名 
  事務局：玉富 

欠席：石丸、前園、⻄、小⻄、澤田、加藤、山本 
 

協議事項 

1. 2017 総合防災訓練の振り返りと総括 
11 月 26 日に開催した総合消防訓練/防災フェアに関し、委員会メンバーにて振り
返り、総括を⾏いました。 
 
① 全⼾配布ビラを活⽤した周知⽅法には成果があり、次年度もこの⽅法を継続。 
② 若い家族層の当日参加も多く、より広い年代層に参加してもらえるよう、周知

⽅法は継続させる。 
③ 参加者対象に⾏ったアンケート結果に於いて 
「非常にためになった。」「毎年、ずっと継続して欲しい」との意⾒が圧倒的多数で
した。従って、今後も訓練は継続していく運びとなりました。 
④ パネル展⽰、防災備蓄庫⾒学も好評でした。 

 
ただし、東町内にとどまらず、市内全域に於いて防災訓練が多い時期の開催が
適切かどうか？（今回は中学校の期末テスト開始前日の実施） 
また、６日後に開催の「千⾥ふれあいフェスタ」内で実施される防災フェアと、
あまりにも時期も場所も隣接し過ぎている。 
（皆の時間と労⼒、訓練・防災フェアの実施効果を相殺しているのではないか？）
などの疑問と課題が残りました。これらの点について、北消防署も交えながら、
東丘小学校校⻑、第⼋中学校校⻑と開催日（時期）、開催形態を協議、調整して
いく事としました。 
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2. 次年度訓練内容 
あくまで開催日と開催形態（これまで同様単独開催、ふれあいフェスタ内で協働な
ど）にもよりますが、今年度実施した内容（心肺蘇生法・AED 講座、がれき救出
訓練、煙ハウス体験+水消⽕器訓練、防災備蓄庫の⾒学、パネル展⽰）以外の内容
も盛り込んでいく⽅向で話を進めております。 
 
例：地震⾞「ぐらんぐらん」給食センター・地域による炊き出し訓練 
実際の避難を想定し、各自思い思いのスタイルで避難所（体育館）に集まる（持ち
出し品の披歴と相互評価など）もっとゲーム感覚で気軽に参加できる内容など。 
 
以上はすべて叩き台ベースにて、各自各団体に持ち帰り、さらなるアイデア、意⾒
の集約をお願いしました。 

 

3. 防災マニュアルについて 
前年度末作成し、理事会にて承認された「東町防災マニュアル」を再度委員全員に
配布しました。 

中々、現実的な答えがないのも事実ですが、誰が集まっても、その場に集まった人
たちで秩序⽴って避難所開設・運営を⾏えるよう、東町地域全体に啓発を⾏う事で
合意しました。 

（各家庭での備蓄、東町としては⽕を出さないなど、側面からの啓発も交えて） 

次年度も引き続き、協議、検討し、さらなる内容の整理を進めます。 

 
4. 次回委員会日程 
・今回テーブルの上に広げたプラン、企画案などを持ち帰り、各団体にて議論、意

⾒集約をして頂く事としました。 

 ２月は休会とし、3 月 4 日（日）、4 月 1 日（日）、ともに午前 11 時より次回以
降の委員会を開催する事としました。 

 

 

以上 
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2017 年度_第 4 回キャンドルロード実⾏委員会議事録 

日時 ： 2018 年 1 月 27 日（土）19：00〜20：15 
場所 ： 東町会館 2 階大集会室 

出席者：⼩川委員⻑・勝久副委員⻑、中須副委員⻑、前園・橋本（桜ヶ丘） 
吉経（３－３）・高向（アドバイザー） 

欠席：伏原副委員⻑・園田（UR）・柳野（メゾン千⾥）・尾上（ガーデン） 
オブザーバー：伊関（豊中⻘年会議所） 

 

会議冒頭、高向正和氏を当委員会・キャンドルロードイベントのアドバイザーとして参加頂いた
旨説明と紹介がありました。（伏原会⻑了承済） 

引き続き豊中⻘年会議所の伊関喜昭氏の紹介がありました。 

1．議案 
① 今年度の振り返りと総括 

開催日とのバッティングにより、いくつかの団体の参加が⾒送られましたが、東丘⼩学校・
第八中学校の全児童、全生徒に配布したポスト―カード、ビラ付きのラッピング紙コップセ
ットが好評だった事、模擬店・フリーマーケットなどに於いて新規の参加者があった事、当
日ボランティア（準備、点灯、片付けなど）の数が、これまでになく多かった事などが成果
としてありました。 
 
今回初めて取り⼊れたイルミネーションも好評で、次年度以降も大幅に取り⼊れた⽅が良い
との意⾒が理事会でも複数ありました。委員会内でもこのスタイルを継承していくこととし
ました。 

 
これまで一部課題であった、紙コップ、ロウソクなど備品、砂などの事前配布なども好評だ
ったので、今年度のスタイルを継承する事としました。 
 
反面、火を扱うイベントにつき、注意喚起、警備スタッフの配置などが今後の改善事項とい
う認識で一致しており、引き続き改善に努める事としました。 
 
 

② 次年度開催⽇の検討 

   東町の地域⾏事が一段落する、10 月末〜11 月の頭が候補となりました。 
（11 月末は強風、落ち葉対策などでキャンドルイベントには適さないため） 
          
また、昨年 10 月 8 日に千⾥中央公園で開催された、豊中⻘年会議所主催の「北部の宴」と
の共同開催に関し、東町地域・千⾥中央地域の活性化のため、是非同日開催、協働する事が
望ましいとの意⾒で一致しました。 
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キャンドルイベントと、歌と踊りが主体となるイベントではありますが、今後それぞれの役
割分担につき意⾒交換、調整を重ねるとともに、両会場でスタンプラリーを⾏うなど、参加
者が楽しめる内容を探っていくことで一致しました。 
 
また、千⾥中央公園（隔年）で千⾥キャンドルを開催する「千⾥キャンドルロードプロジェ
クト」とも、これまで同様協働できるよう調整を図っていきます。 

 
③ メインテーマについて 

今年度のメインテーマは、八中校区（東丘⼩学校、第八中学校、北丘⼩学校）の統一教育
目標「夢を持ち 心豊かに ともに未来を切り拓く」にちなみ、「夢 心 未来」としま
したが、次年度のテーマについて意⾒交換を⾏いました。 
・東町としてはキャンドルイベント 5 周年の節目である事、⻘年会議所としては「歌」「踊」
にこだわりたい事などの意⾒がありましたが、お互い⾃由なテーマを持ち寄って、 
今後の議論、調整とする事で同意しました。 
 
 

④ 今年度のビラについて 
かなり目⽴つデザインであったうえ、裏面に「当日ボランティア募集」を記載するととも
に、タイムテーブル・作業内容を記載したため、地域の⽅たちへ主旨と内容がうまく伝わ
ったようです。 
次年度もこの形を継承する事としました。 
 
また、5 月の総会後は夏祭りが先⾏する形になり、キャンドルの告知、周知が遅れる傾向
にありましたが、次回からは告知のみは先⾏して⾏うことで一致しました。 
 

＊次年度開催⽇について 
・東町：10 ⽉末〜11 ⽉ 1 週目を希望。 
・豊中⻘年会議所：ハロウィンに合わせ、10 ⽉ 27 ⽇の開催を希望。 
・千⾥キャンドルロードプロジェクト：次年度は千⾥⽵あかりと同時開催の運びで千⾥北公園で実

施の⽅向。千⾥⽵あかりの⽇程については、主催者の吹⽥市が３⽉末に決定との事。 
東町、豊中⻘年会議所の希望は⾼向⽒を通じて伝達済なので、2018 年の開催候補⽇は千⾥⽵あ
かり開催⽇の正式決定を待っている状態です。 

 
＊次年度事業計画案検討につき、今後も引き続き新千⾥東町地域⾃治協議会、千⾥キャンドルロー
ドプロジェクト、豊中⻘年会議所の三者で協議、調整していく事としました。 

 
以上 

★次回キャンドルロード実⾏委員会開催日 2 月 24 日（土） 
東町会館 2 階大集会室 19 時〜 
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１ 柱を残し照明として活用する考えについて

昨年４月の住民説明会における要望を持ち帰り、スーパー防犯灯の

柱を照明柱として活用できないかということについては、豊中市の関

係各課と協議をしました。

しかしながら、

① 大阪府が照明のみを付け替えて維持管理していくことは予

算的に厳しかったこと。

② 柱のみを豊中市へ譲渡、貸与することが手続き面で困難で

あったこと。

③ 豊中市の照明灯は、スーパー防犯灯の設置前から計画的に

設置されていること。

④ 残存させる防犯カメラ用の柱に設置する照明は LED に付
け替えれるので、全体的な照度は維持できると考えたこと。

などから、

柱のみを残し照明設備のみで活用することは厳しい

という結論に至りました。

２ 柱ごと撤去する理由

上記１の理由の通り、大阪府も豊中市も当該柱を照明設備として活

用できないとの結論に至り、柱のみを残す理由がなかったことから、

やむを得ず柱ごと撤去することになりました。
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